
 

 

第一六四回 

閣第一〇号 

   独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法

律案 

 （独立行政法人土木研究所法の一部改正） 

第一条 独立行政法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）の一部を次のように

改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第六条―第十条）」を「役員及び職員

（第六条―第十一条）」に、「第十一条―第十三条」を「第十二条―第十四条」に、

「第十四条・第十五条」を「第十五条―第十八条」に、「第十六条」を「第十九条・

第二十条」に改める。 

  第三条中「土木に係る」を削り、「建設技術」の下に「及び北海道開発局の所掌事

務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの」を、「整備」の下に「及び北海

道の開発」を加える。 

  第四条を削り、第五条を第四条とする。 

  第六条第一項中「附則第五条第二項」の下に「及び独立行政法人に係る改革を推進

するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第▼▼▼号）附

則第九条第一項」を、「金額」の下に「の合計額」を加え、同条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第七条第二項中「一人」を「二人以内」に改め、第二章中同条を第六条とする。 

  第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。 

  第十六条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十三条第

一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第二十条とし、第五章中同条の前に次の

一条を加える。 

 第十九条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

  第十五条を削る。 

  第十四条中「第十一条第一号」を「第十二条第一号」に改め、「第二号の業務」の

下に「（次条第一項第二号に規定する業務を除く。）」を加え、同条を第十五条とし、

第四章中同条の次に次の三条を加える。 

  （主務大臣等） 

 第十六条 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 

  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国

土交通大臣 

  二 第十二条第一号及び第二号の業務（これらに附帯する業務を含む。）のうち国



 

 

土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第三十三条第二項に規定する事務に関

連する土木技術に係るものに関する事項については、国土交通大臣及び農林水産

大臣 

  三 第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項に

ついては、国土交通大臣 

 ２ 研究所に係る通則法における主務省は、国土交通省とする。 

 ３ 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 

  （独立行政法人評価委員会の意見の聴取） 

 第十七条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二

十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、こ

れらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び農林水産省の独立行政

法人評価委員会」とする。 

 ２ 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第二号に規

定する業務に関し、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければな

らない。 

  一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとす

るとき。 

  二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条第三項において準用する場合

を含む。）の規定による勧告をしようとするとき。 

  （港湾法の適用の特例） 

 第十八条 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第三十七条第三項の規定の適用

については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中

「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者（独立行政法人土木研究所

を含む。）」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

  第十三条第一項中「第十一条」を「第十二条」に改め、第三章中同条を第十四条と

する。 

  第十二条第二号中「土木技術」を「土木に係る建設技術」に改め、同条を第十三条

とする。 

  第十一条第三号中「土木技術」を「土木に係る建設技術」に改め、同条を第十二条

とする。 

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、

第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第十条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 



 

 

 第十一条 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰

則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人建築研究所法の一部改正） 

第二条 独立行政法人建築研究所法（平成十一年法律第二百六号）の一部を次のように

改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第十条）」を「役員及び職員

（第六条―第十一条）」に、「第十一条・第十二条」を「第十二条・第十三条」に、

「第十三条・第十四条」を「第十四条・第十五条」に、「第十五条」を「第十六条・

第十七条」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。 

  第十五条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第

一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第五章中同条の前に次の

一条を加える。 

 第十六条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十四条を第十五条とする。 

  第十三条中「第十一条第一号」を「第十二条第一号」に改め、同条を第十四条とす

る。 

  第三章中第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。 

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、

第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第十条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十一条 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰

則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正） 

第三条 独立行政法人交通安全環境研究所法（平成十一年法律第二百七号）の一部を次

のように改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第十条）」を「役員及び職員

（第六条―第十一条）」に、「第十一条―第十六条」を「第十二条―第十七条」に、

「第十七条」を「第十八条」に、「第十八条・第十九条」を「第十九条―第二十一



 

 

条」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。 

  第十九条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十二条第

一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第三号中「第十五条第一項」を「第十六条

第一項」に改め、同条を第二十一条とする。 

  第十八条中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十条とし、

第五章中同条の前に次の一条を加える。 

 第十九条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十七条を第十八条とする。 

  第十六条第一項中「第十一条第四号」を「第十二条第四号」に改め、第三章中同条

を第十七条とする。 

  第十五条第一項中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条を第十六条とする。 

  第十四条中「第十一条第四号」を「第十二条第四号」に改め、同条を第十五条とす

る。 

  第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。 

  第十条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第九条とし、

第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第十条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十一条 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰

則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人海上技術安全研究所法の一部改正） 

第四条 独立行政法人海上技術安全研究所法（平成十一年法律第二百八号）の一部を次

のように改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第九条）」を「役員及び職員

（第六条―第十条）」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第

十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 



 

 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。 

  第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一

項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一

条を加える。 

 第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十二条を第十三条とする。 

  第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。 

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第九条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十条 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則

の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人港湾空港技術研究所法の一部改正） 

第五条 独立行政法人港湾空港技術研究所法（平成十一年法律第二百九号）の一部を次

のように改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第九条）」を「役員及び職員

（第六条―第十条）」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第

十二条―第十四条」を「第十三条―第十五条」に、「第十五条」を「第十六条・第十

七条」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。 

  第十五条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一

項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十七条とし、第五章中同条の前に次の一

条を加える。 

 第十六条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。 

  第十二条中「第十条第一号」を「第十一条第一号」に改め、同条を第十三条とする。 

  第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。 

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 



 

 

 第九条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十条 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則

の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人電子航法研究所法の一部改正） 

第六条 独立行政法人電子航法研究所法（平成十一年法律第二百十号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第九条）」を「役員及び職員

（第六条―第十条）」に、「第十条―第十二条」を「第十一条―第十三条」に、「第

十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条・第十六条」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。 

  第十四条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十二条第一

項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一

条を加える。 

 第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十三条を第十四条とする。 

  第十二条第一項中「第十条」を「第十一条」に改め、第三章中同条を第十三条とす

る。 

  第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。 

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第九条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十条 研究所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則

の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人航海訓練所法の一部改正） 

第七条 独立行政法人航海訓練所法（平成十一年法律第二百十三号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第九条）」を「役員及び職員

（第六条―第十条）」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第



 

 

十二条・第十三条」を「第十三条・第十四条」に、「第十四条」を「第十五条・第十

六条」に改める。 

  第三条中「第十条第一号」を「第十一条第一号」に、「、独立行政法人海技大学校

及び独立行政法人海員学校」を「及び独立行政法人海技教育機構」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。 

  第十四条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一

項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一

条を加える。 

 第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万

円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とする。 

  第三章中第十一条を第十二条とする。 

  第十条第一号中「、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校」を「及び

独立行政法人海技教育機構」に改め、同条を第十一条とする。 

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第九条 航海訓練所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十条 航海訓練所の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の

罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人海員学校法の一部改正） 

第八条 独立行政法人海員学校法（平成十一年法律第二百十四号）の一部を次のように

改正する。 

  題名を次のように改める。 

    独立行政法人海技教育機構法 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第九条）」を「役員及び職員

（第六条―第十条）」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第

十二条・第十三条」を「第十三条・第十四条」に、「第十四条」を「第十五条・第十

六条」に改める。 

  第一条及び第二条中「独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に

改める。 

  第三条を次のように改める。 



 

 

  （機構の目的） 

 第三条 独立行政法人海技教育機構（以下「機構」という。）は、船員（船員であっ

た者及び船員となろうとする者を含む。以下同じ。）に対し船舶の運航に関する学

術及び技能を教授すること等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安

定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。 

  第四条を削る。 

  第五条中「学校」を「機構」に改め、同条を第四条とする。 

  第六条第一項中「学校」を「機構」に改め、「附則第五条第二項」の下に「及び独

立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平

成十八年法律第▼▼▼号）附則第九条第一項」を、「金額」の下に「の合計額」を加

え、同条第二項及び第三項中「学校」を「機構」に改め、同条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第七条第一項中「学校」を「機構」に改め、同条第二項中「学校」を「機構」に、

「一人」を「二人以内」に改め、第二章中同条を第六条とする。 

  第八条第一項中「学校」を「機構」に改め、同条を第七条とする。 

  第十四条中「学校」を「機構」に改め、同条第一号中「第十条」を「第十一条」に

改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十六

条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。 

 第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万

円以下の罰金に処する。 

  第十三条中「、学校」を「、機構」に、「同条第四項」を「同条第四項ただし書」

に、「独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改め、第四章中同

条を第十四条とする。 

  第十二条中「学校」を「機構」に改め、同条を第十三条とする。 

  第十一条第一項及び第三項中「学校」を「機構」に改め、第三章中同条を第十二条

とする。 

  第十条中「学校」を「機構」に改め、同条第一号を次のように改める。 

  一 船員に対し船舶の運航に関する学術及び技能を教授すること。 

  第十条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号

の次に次の一号を加える。 

  二 船舶の運航に関する高度の学術及び技能に関する研究を行うこと。 

  第十条に次の一項を加える。 

 ２ 機構は、前項の業務のほか、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関

する法律（平成十六年法律第三十一号）第八条第二項の規定による同条第一項の講

習の実施に関する業務を行う。 



 

 

  第十条を第十一条とする。 

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第九条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十条 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の

適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 （独立行政法人航空大学校法の一部改正） 

第九条 独立行政法人航空大学校法（平成十一年法律第二百十五号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中「第六条」を「第五条」に、「役員（第七条―第九条）」を「役員及び職員

（第六条―第十条）」に、「第十条―第十二条」を「第十一条―第十三条」に、「第

十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条・第十六条」に改める。 

  第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。 

  第二章の章名を次のように改める。 

    第二章 役員及び職員 

  第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。 

  第十四条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十二条第一

項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一

条を加える。 

 第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万

円以下の罰金に処する。 

  第四章中第十三条を第十四条とする。 

  第十二条第一項中「第十条」を「第十一条」に改め、第三章中同条を第十三条とす

る。 

  第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。 

  第九条を第八条とし、第二章中同条の次に次の二条を加える。 

  （役員及び職員の秘密保持義務） 

 第九条 大学校の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

  （役員及び職員の地位） 

 第十条 大学校の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則

の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 



 

 

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及

び第三項並びに第十五条の規定は、公布の日から施行する。 

 （職員の引継ぎ等） 

第二条 この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人

海技大学校（以下「北海道開発土木研究所等」という。）の職員である者は、別に辞

令を発せられない限り、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）において、

それぞれ、独立行政法人北海道開発土木研究所の職員にあっては独立行政法人土木研

究所の、独立行政法人海技大学校の職員にあっては独立行政法人海技教育機構の職員

となるものとする。 

２ この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立

行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾

空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政

法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は、別に辞令を発せられな

い限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人（独立行政法人海員学校

にあっては、独立行政法人海技教育機構）の職員となるものとする。 

第三条 前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行

政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空

港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法

人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校（以下「施行日後の土木研究所等」とい

う。）の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八

十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に

規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失った

ことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職した

こととみなす。 

第四条 附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては、

国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給

しない。 

２ 施行日後の土木研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所

等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退

職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者

を含む。）としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員として

の在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 

３ 施行日の前日に独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人

交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術

研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行

政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海員学校及び独立行政法



 

 

人航空大学校（以下「施行日前の土木研究所等」という。）の職員として在職する者

が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となり、かつ、

引き続き当該施行日後の土木研究所等の職員として在職した後引き続いて国家公務員

退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づい

て支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施

行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続

いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したこ

とにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この

限りでない。 

４ 施行日後の土木研究所等は、施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として

在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった

者のうち施行日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の

受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって、

その退職した日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたな

らば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができる

ものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手

当として支給するものとする。 

 （国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置） 

第五条 施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当

法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人土木研究所

及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては独立行政法人土木研

究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の、

独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人交通安全環境

研究所の、独立行政法人海上技術安全研究所を退職した者にあっては独立行政法人海

上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては独立

行政法人港湾空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあって

は独立行政法人電子航法研究所の、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学

校を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航海訓練所を

退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の、独立行政法人航空大学校を退職し

た者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定

する各省各庁の長等とみなす。 

 （労働組合についての経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律

（昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。）第四条第二

項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行

日後の土木研究所等の職員となる者であるもの（以下この項において「旧労働組合」



 

 

という。）は、この法律の施行の際労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）の

適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であ

るときは、法人である労働組合となるものとする。 

２ 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日

を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働

委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、そ

の日の経過により解散するものとする。 

３ 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、

施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書（第一号に係る

部分に限る。）の規定は、適用しない。 

 （不当労働行為の申立て等についての経過措置） 

第七条 施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇

に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間について

は、なお従前の例による。 

２ この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等と

その職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は

仲裁に係る事件に関する特労法第三章（第十二条及び第十六条の規定を除く。）及び

第六章に規定する事項については、なお従前の例による。 

 （北海道開発土木研究所等の解散等） 

第八条 北海道開発土木研究所等は、この法律の施行の時において解散するものとし、

次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時にお

いて、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研

究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、

それぞれ承継する。 

２ この法律の施行の際現に北海道開発土木研究所等が有する権利のうち、独立行政法

人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立行政

法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれその業

務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国

が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要

な事項は、政令で定める。 

４ 北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法

人通則法（平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。）第三

十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、独立

行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独

立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ



 

 

行うものとする。 

５ 北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実

績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法

人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教

育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条

第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政

法人海技教育機構に対してなされるものとする。 

６ 北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における利益及び

損失の処理については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独

立行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法

人海技教育機構が、それぞれ行うものとする。 

７ 北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第

一号に規定する中期目標の期間（以下この条において「中期目標の期間」という。）

に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、独立行

政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が、独立

行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が、それぞれ行

うものとする。 

８ 北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業

務の実績については、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立

行政法人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人

海技教育機構が、それぞれ評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三

十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、

それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるも

のとする。 

９ 北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における積

立金の処分は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法

人土木研究所が、独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教

育機構が、それぞれ従前の例により行うものとする。この場合において、附則第十二

条第一号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法（平成十一年法

律第二百十一号。次条第一項において「旧北海道開発土木研究所法」という。）第十

二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人土木研究所の

平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは

「中期目標の期間における独立行政法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）

第十二条」と、附則第十二条第二号の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法

（平成十一年法律第二百十二号。次条第一項及び附則第十一条において「旧海技大学

校法」という。）第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立



 

 

行政法人海技教育機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間に

おける前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法（平

成十一年法律第二百十四号）第十一条」とする。 

10 第一項の規定により北海道開発土木研究所等が解散した場合における解散の登記に

ついては、政令で定める。 

 （独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構への出資） 

第九条 前条第一項の規定により独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機

構が北海道開発土木研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に

際し、独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額

（同条第九項の規定により読み替えられた旧北海道開発土木研究所法第十二条第一項

又は旧海技大学校法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当

該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行

政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に出資されたものとする。 

２ 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評

価した価額とする。 

３ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （独立行政法人土木研究所に係る国有財産の無償使用） 

第十条 国土交通大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所

に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、

独立行政法人土木研究所の用に供するため、独立行政法人土木研究所に無償で使用さ

せることができる。 

 （独立行政法人海技教育機構に係る財産の無償使用） 

第十一条 国は、この法律の施行の際現に旧海技大学校法附則第六条の規定に基づき独

立行政法人海技大学校に無償で使用させている財産を、独立行政法人海技教育機構の

用に供するため、独立行政法人海技教育機構に無償で使用させることができる。 

 （独立行政法人北海道開発土木研究所法及び独立行政法人海技大学校法の廃止） 

第十二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

 一 独立行政法人北海道開発土木研究所法 

 二 独立行政法人海技大学校法 

 （独立行政法人北海道開発土木研究所法の廃止に伴う経過措置） 

第十三条 施行日前に前条第一号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研

究所法第十三条の規定により国土交通大臣が独立行政法人北海道開発土木研究所に対

してした指示は、第一条の規定による改正後の独立行政法人土木研究所法第十五条の

規定により国土交通大臣が独立行政法人土木研究所にした指示とみなす。 

 （罰則に関する経過措置） 

第十四条 施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例による



 

 

こととされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

 （政令への委任） 

第十五条 附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 （道路整備特別会計法及び治水特別会計法の一部改正） 

第十六条 次に掲げる法律の規定中「第十三条第三項」を「第十四条第三項」に改める。 

 一 道路整備特別会計法（昭和三十三年法律第三十五号）第三条第一項第九号 

 二 治水特別会計法（昭和三十五年法律第四十号）第四条第一項第七号 

 （国家公務員共済組合法の一部改正） 

第十七条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第三に次のように加える。 

独立行政法人土木研究所 独立行政法人土木研究所法（平成十一年法

律第二百五号） 

独立行政法人建築研究所 独立行政法人建築研究所法（平成十一年法

律第二百六号） 

独立行政法人交通安全環境研究

所 

独立行政法人交通安全環境研究所法（平成

十一年法律第二百七号） 

独立行政法人海上技術安全研究

所 

独立行政法人海上技術安全研究所法（平成

十一年法律第二百八号） 

独立行政法人港湾空港技術研究

所 

独立行政法人港湾空港技術研究所法（平成

十一年法律第二百九号） 

独立行政法人電子航法研究所 独立行政法人電子航法研究所法（平成十一

年法律第二百十号） 

独立行政法人航海訓練所 独立行政法人航海訓練所法（平成十一年法

律第二百十三号） 

独立行政法人海技教育機構 独立行政法人海技教育機構法（平成十一年

法律第二百十四号） 

独立行政法人航空大学校 独立行政法人航空大学校法（平成十一年法

律第二百十五号） 

 （国家公務員共済組合法の一部改正に伴う船員組合員に係る特例に関する経過措置） 

第十八条 国家公務員共済組合法第百十九条に規定する船員組合員のうち独立行政法人

航海訓練所又は独立行政法人海技教育機構の職員である者については、当分の間、船

員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第十七条の規定にかかわらず、同条の規定に

よる船員保険の被保険者でないものとみなして、労働者災害補償保険法（昭和二十二

年法律第五十号）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）及び雇用保険法の規定を適用する。 

 （自動車検査登録特別会計法の一部改正） 

第十九条 自動車検査登録特別会計法（昭和三十九年法律第四十八号）の一部を次のよ



 

 

うに改正する。 

  第三条第一項中「第十五条第三項及び」を「第十六条第三項及び」に改める。 

 （国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正） 

第二十条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成十六年法

律第三十一号）の一部を次のように改正する。 

  第八条第二項中「独立行政法人海技大学校」を「独立行政法人海技教育機構」に、

「「大学校」を「「機構」に改める。 

  第四十八条中「大学校」を「機構」に改める。 



 

 

     理 由 

 独立行政法人に係る改革を推進するため、平成十七年度末に中期目標期間が終了する

国土交通省所管法人について、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土

木研究所の統合並びに独立行政法人海員学校及び独立行政法人海技大学校の統合を行う

とともに、特定独立行政法人を特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行する等の措

置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


